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(54)【発明の名称】 血管内超音波エコーカテーテル

(57)【要約】
【課題】分岐部血管において側枝血管狭窄部に対して、
正確に、安全に、すばやく、通過させるような血管内超
音波エコーカテーテルを供給する。
【解決手段】先端部付近に超音波トランスデューサを配
置し且つ第１番目のガイドワイヤが通過する内腔を有す
る第１番目のシャフトと、第２番目のガイドワイヤが通
過する内腔を有する第２番目のシャフトを隣接して配置
させ、第１番目のシャフトが、第２番目のシャフトより
さらに遠位側へ伸びている構造のカテーテルを考案し
た。両シャフトの先端部にはＸ線不透過物質が配置され
ている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  先端部付近の周囲に複数の超音波トラン
スデューサが配置され、且つ少なくとも第１のガイドワ
イヤが通過する第１の内腔を含んでいる第１番目のシャ
フトと、第２のガイドワイヤが通過する第２の内腔を有
する第２番目のシャフトから少なくとも構成されたカテ
ーテルで、該第１番目、第２番目のシャフトは互いにカ
テーテルの軸方向にそって並行して配置されており、該
第１番目のシャフトが該第２番目のシャフトより、遠位
側に向かってさらにのびていることを特徴とする血管内
超音波エコーカテーテル。
【請求項２】  前記第１番目のシャフトは、その最先端
部から、近位方向に向かって１５ｃｍ～３５ｃｍの長さ
にわたってのびており且つその両端部で開口しており、
前記第２番目のシャフトはカテーテルの大半の長さにわ
たってのびており且つ両端部で開口しており、さらに該
第１番目のシャフトが該第２番目のシャフトより、遠位
側に向かってさらにのびている長さが、該第１番目のシ
ャフト先端部付近に配置された前記超音波トランスデュ
ーサと該第２番目のシャフト最先端部との距離が０．３
ｃｍ～１０ｃｍの位置関係にあることを特徴とする請求
項１記載の血管内超音波エコーカテーテル。
【請求項３】  前記第１番目のシャフトの先端部付近に
配置された超音波トランスデューサ付近の近位側、遠位
側の少なくとも一方に、Ｘ線に対して不透過性を示す材
料で構成される部材が配置されていることを特徴とする
請求項１又は２記載の血管内超音波エコーカテーテル。
【請求項４】  前記第２番目のシャフトの最先端部に、
Ｘ線に対して不透過性を示す材料で構成される部材が配
置されていることを特徴とする請求項１～３何れかに記
載の血管内超音波エコーカテーテル。
【請求項５】  Ｘ線に対して不透過性質を示す該材料
が、白金、金、タンタル、バリウム、タングステンもし
くはそれらの如何なる組み合わせからなる合金であるこ
とを特徴とする請求項１～４何れかに記載の血管内超音
波エコーカテーテル。
【請求項６】  先端部付近の周囲に複数の超音波トラン
スデューサが配置され且つ第１のガイドワイヤが通過す
る第１の内腔と、第２のガイドワイヤが通過する第２の
内腔とを少なくとも有するマルチルーメンカテーテル
で、第１の内腔が第２の内腔より、遠位側に向かってさ
らにのびていることを特徴とする血管内超音波エコーカ
テーテル。
【請求項７】  前記第１の内腔はその最先端部から近位
方向に向かって１５ｃｍ～３５ｃｍの長さにわたっての
びており且つその両端部で開口しており、また前記第２
の内腔はその先端から当該マルチルーメンカテーテルの
大半の長さにわたってのびており且つ両端部で開口して
おり、さらに該第１の内腔が該第２の内腔より、遠位側
に向かってさらにのびている長さが、該第１の内腔の先*
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*端部付近に配置された前記超音波トランスデューサと該
第２の内腔の最先端部との距離が０．３ｃｍ～１０ｃｍ
の位置関係にあることを特徴とする請求項６記載の血管
内超音波エコーカテーテル。
【請求項８】  前記マルチルーメンカテーテルの先端部
に配置された超音波トランスデューサ付近の近位側、遠
位側の少なくとも一方に、Ｘ線に対して不透過性を示す
材料で構成される部材が配置されていることを特徴とす
る請求項６又は７記載の血管内超音波エコーカテーテ
ル。
【請求項９】  前記第２の内腔が開口する最先端部付近
に、Ｘ線に対して不透過性を示す材料で構成される部材
が配置されていることを特徴とする請求項６～８何れか
に記載の血管内超音波エコーカテーテル。
【請求項１０】  Ｘ線に対して不透過性質を示す該材料
が、白金、金、タンタル、バリウム、タングステンもし
くはそれらの如何なる組み合わせからなる合金であるこ
とを特徴とする請求項６～９何れかに記載の血管内超音
波エコーカテーテル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は血管、特に冠動脈の
狭窄治療の前後において、その狭窄度の程度、治療効果
を、観察する為に、超音波エコー技術を用いて、血管壁
の形状と硬さ、狭窄部断面を視覚化する血管内超音波エ
コー（ＩＶＵＳ：Intra-Vascular Ultrasound）に関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】心筋梗塞や狭心症等の原因となる血管内
狭窄、特に冠動脈狭窄の治療としては、ＰＴＣＡ（経皮
経管的冠動脈血管形成術）バルーンカテーテルと言われ
る先端にバルーンが配置されたカテーテルを用いて狭窄
部を拡張することが主流に行われている。この手技をよ
り詳しく説明すると、まず、ガイディングカテーテルと
いうＰＴＣＡバルーンカテーテル誘導用の中腔で外径が
φ２ｍｍ～φ３ｍｍのカテーテルを大動脈内に誘導し、
その先端を冠動脈の入り口部に配置する。その次にＰＴ
ＣＡバルーンカテーテルのガイド役になるガイドワイヤ
と呼ばれる外径φ０．０１０インチ～０．０３５インチ
（０．２５４ｍｍ～０．８８９ｍｍ）のワイヤをこのガ
イディングカテーテル内に誘導し、冠動脈の狭窄部を通
過させる。このガイドワイヤの構造等に関しては、特許
公報（特公平４－５４６７号公報、特公平４－２５０２
４号公報）に詳細が記載されている。この後先端にバル
ーンが配置されたＰＴＣＡバルーンカテーテルをガイド
ワイヤに沿わせて冠動脈まで誘導し、同じく狭窄部を通
過させ、そのバルーン部を狭窄部に配置させる。そして
高圧の生理食塩水、造影剤等でバルーンを拡張すること
により狭窄部を広げるものである。
【０００３】最近は、経皮経管的冠動脈血管形成術での
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治療効果の質をより高める為に、ＩＶＵＳ（血管内超音
波エコー）カテーテルが使われる。このＩＶＵＳカテー
テルというのは、特表平２－５０２０７８号公報で開示
されているように、先端部周囲に複数のアレー状の超音
波トランスデューサが配置されたカテーテルであり、ま
たその内部には配線用の電線が通っている。そして、Ｉ
ＶＵＳカテーテルもまたＰＴＣＡバルーンカテーテルと
同様にガイドワイヤ５に沿わせて所定位置まで誘導し、
血管の診断画像を得るのである。これらのアレー状の超
音波トランスデューサ各々に、電線を通して時分割的に
電気パルスを加えることにより、血管壁に向かって超音
波を送信、その直後に超音波トランスデューサを受信用
として機能させ、血管壁の各組織からの反射波が帰って
くるまでの時間を測定すると同時に、その振幅を測定す
るものである。これにより血管壁の断面形状、組織の硬
さ等が定量的に分かるのである。これらに関しては、産
婦人科分野で使われている超音波エコー診断のメカニズ
ムとして公知である。
【０００４】冠動脈狭窄で最も治療が難しいと言われて
いる病変の１つに分岐部での側枝血管入口部での慢性的
完全閉塞がある。これを図１に示す。この側枝血管入口
部の完全閉塞３がある場合、現行の造影用Ｘ線装置で
は、メインの血管１しか視覚化することが出来ず、側枝
血管２の入口がどこにあるかは見ることが出来ない。こ
れは側枝血管入口部が完全に閉塞されている為、造影剤
が側枝血管２に流れていかない為である。これに対し
て、現在、心臓医が行っている一般的な方法は、次の通
りである。つまり、ＩＶＵＳカテーテル４を使用し、こ
れを図２に示すように、メインの血管内を第１のガイド
ワイヤ５に沿って軸方向に動かしスキャンニングを行
う。例えば、図２でＩＶＵＳカテーテル４を血管末梢部
から近位方向に向かって移動させる。その時のＩＶＵＳ
カテーテルで得られた診断画像、つまり線Ａ－Ａ’、線
Ｂ－Ｂ’、線Ｃ－Ｃ’での画像は、各々図３の（ｃ）、
図３の（ｂ）、図３の（ａ）となる。図３の（ｃ）では
メインの血管１と側枝２が離れているが、近位方向にＩ
ＶＵＳカテーテル４が向かうにつれて、側枝２が近づい
てきて（図３の（ｂ））、ＩＶＵＳカテーテル４が慢性
的完全閉塞病変部３にさしかかった時には、図３の
（ａ）のように慢性的完全閉塞病変部３がはっきり視覚
化出来る。これにより、側枝２の入口がどこにあるか、
側枝２がどのような方向に走っているかについて、おお
よそ分かるのである。
【０００５】これが分かった状態で、別の第２番目のガ
イドワイヤ８を側枝血管通過の為に進めることになる。
これを図４に示す。この為に、まず心臓医は、図３の
（ｂ）に見える位置と図３の（ａ）に見える位置の間の
距離、つまり図５の（ｂ）と、図５の（ａ）のＩＶＵＳ
カテーテルの相対的な位置の差（これをＬとする）を、
造影下で、これら２つの位置に配置された時のＩＶＵＳ
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カテーテルの先端についているＸ線不透過性マーカーの
位置の差（移動距離）から求める。そして、超音波トラ
ンスデューサ６とＸ線不透過性マーカー７との距離をＬ

1
とすると、心臓医は、ＩＶＵＳカテーテル４を図３の
（ｂ）もしくは図５の（ｂ）の状態にして、この状態を
維持し、そして、その位置でのＸ線不透過性マーカー７
から近位側に向かってＬ＋Ｌ

1
の距離（以後「Ｌ

t
の距離

のところ」という表現を使う）のところで、側枝入口部
に向かって第２番目のガイドワイヤ８の通過を試みるこ
とになる。図４に示しているのはこの状態である。従っ
て心臓医は、図３の（ｂ）もしくは図５の（ｂ）の状態
にＩＶＵＳカテーテル４を位置づけした状態で、メイン
の血管上でこの「Ｌ

t
の距離のところ」の造影画像上で

の位置を覚えて（記憶して）おかなければならない。つ
まりＩＶＵＳ診断画像が、図３の（ｂ）のように見える
時のＩＶＵＳカテーテルのＸ線不透過性マーカーの位置
からＬ

t
の距離のところを側枝入口部の慢性的完全閉塞

病変部３の位置と判断し、第２番目のガイドワイヤ通過
を試みるのである。しかし、この時、現行の手法では次
の不都合が生じる。
【０００６】心臓医が、上述の造影画像上のＬ

t
の距離

の位置を覚えたとする。そして、ＩＶＵＳカテーテルが
図５の（ｂ）の位置にあるとする。次に図４に示すよう
に第２番目のガイドワイヤ８を分岐部からずっと近位側
にある位置から、側枝血管入口部狭窄部のところまで誘
導することになる。この時、心臓医は、ＩＶＵＳカテー
テル４を図５の（ｂ）の位置に維持しつつ、第２番目の
ガイドワイヤ８の誘導を行わなければならなく、また、
この際、第２番目のガイドワイヤ８の誘導操作、通過が
容易ではないので、上述の「覚えたつもりのＬ

t
の距離

の位置が不正確になる」、「第２番目のガイドワイヤ８
の誘導中に、ガイドワイヤ８とＩＶＵＳカテーテル４が
お互い干渉しあい、これにより、ＩＶＵＳカテーテル４
の不用意な動き（第２番目のガイドワイヤから受ける力
による）が起こり、参考となるＩＶＵＳカテーテル４の
Ｘ線不透過性マーカーの位置の移動、ずれ」が起こり、
結局正確な慢性的完全閉塞病変の位置の判断が出来なく
なるのである。前者に関しては、メインの血管１が単調
で、目印になるような形状部分が無い場合、Ｌの距離の
位置を正確に覚え続けておくことが難しく、また造影下
で図３の（ｂ）から図３の（ａ）の位置までＸ線不透過
性マーカー７の移動距離を測る時に無視出来ない誤差が
生じることである。これは従来のＩＶＵＳカテーテルで
は、参考となるＸ線不透過性マーカー７が１カ所にしか
付いていない為、この１点のみからの相対位置になるの
でなおさらである。後者に関しては、造影画像でＩＶＵ
Ｓカテーテル４が目的とする部位（図５の（ｂ））に位
置付けされていることを維持しつつ、第２番目ガイドワ
イヤ８の通過を試みている間に、ガイドワイヤ８の撓
み、干渉等でＩＶＵＳカテーテル４が不用意に動かされ
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る可能性があることである。このことは、参考となるＩ
ＶＵＳカテーテル４のＸ線不透過性マーカー７の位置が
移動してしまうことになる。これらの問題点があり、万
が一、側枝血管入口部慢性的完全閉塞病変３の位置を読
み違えて、例えば、慢性的完全閉塞病変の位置よりも、
末梢側もしくは近位側で、第２番目のガイドワ－イヤ８
を通過させようとするとメインの血管壁への損傷という
重大な合併症につながる。従って、この治療は非常にリ
スキーなものである。また、ガイドワイヤ８とＩＶＵＳ
カテーテル４の干渉自体も、術者を煩わすものであり、
手技を必要以上に手間どらせるものである。現在、この
ＩＶＵＳカテーテルに関して、上述の特表平２―５０２
０７８や、特表平５－５０５１３４号公報、特表平７－
５０２６６２号公報、特開平１０－１９２２８１号公報
で開示の技術があるが、これらすべてに関して、カテー
テルの構造上、上述の不都合点が起こってしまう。
【０００７】近年、バルーンカテーテルによる血管狭窄
部拡張治療の結果、ダイセクションと呼ばれる血管壁の
剥離が起こった場合、ステントと呼ばれる金属管を留置
するケースが多い。このステントは通常バルーンカテー
テルに取り付けられている。このバルーンカテーテルに
取り付けられた状態で、ステントを狭窄部まで誘導、そ
して狭窄部での位置付けが完了すると、バルーンによ
り、ステントを拡張し、血管狭窄部に固定させるのであ
る。ステントに関しては、特許公開公報（特開平１０－
１３７３４５号公報、特開平１０－１７４７２０号公
報）等に詳細が記載されている。分岐部で狭窄がある場
合、メインの血管と側枝血管の両方にこのステントを留
置するＹステントと呼ばれる手技が最近では増加してき
ている。これは図６に示すように、１本目のステント３
０１がメインの血管近位部３０４からメインの血管遠位
部３０５にかけて留置、もう１本のステント３０２をメ
インの血管部３０４から側枝にかけて留置するもので、
メインの血管近位部では２本のステントがオーバーラッ
プする形となるものである。この手技では、最初にメイ
ンの血管１に１本目のステント３０１を留置し、その
後、２本目のステント３０２を側枝２に向かって留置す
ることになるのであるが、２本目のステント３０２を留
置する為に、１番目のガイドワイヤ５がメインの血管１
に配置された状態で、２番目のガイドワイヤ８を、１本
目のステント３０１のワイヤメッシュの隙間を通過させ
て、側枝２へ誘導することになる。この時、重要なの
が、図７に示すように側枝入り口開口部のなるべく遠位
側３０３をガイドワイヤ８が通るようにすることであ
る。この理由は、以下の通りである。メイン血管近位部
３０４のステント部分は、メイン血管１に配置された１
番目のガイドワイヤ５に沿って進められた１番目のバル
ーンカテーテル（図示せず）と、側枝血管２に配置され
た２番目のガイドワイヤ８に沿って進められた２番目の
バルーンカテーテル（図示せず）により、同時拡張され
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る（図示せず）。その結果、もし２番目のガイドワイヤ
８が側枝入り口開口部の近位側を通ってしまった状態で
同時拡張した場合は、図８の（ｂ）に示すように、拡張
しきれていないステント３０１が、側枝入り口部に、Ｌ
Ｌの長さだけはみ出してしまい、側枝血管へのステント
留置を妨げることになる。しかし２番目のガイドワイヤ
８が側枝入り口開口部の遠位側３０３を通った状態で同
時拡張出来た場合は図８の（ａ）に示すように、メイン
血管近位側のステント部分はすべて充分に拡張され、上
述のはみ出しも起こらなく、側枝血管へのステント留置
を妨げることにはならない。このことに関しては、医学
書院発刊の「ＰＴＣＡテクニック  光藤和明」の２２．
分岐部ステント（２０３ページ）に詳細が記載されてい
る。現在、術者は、造影下での確認のみで、ガイドワイ
ヤが、側枝入り口開口部の遠位側を通るように努めてい
るが、可能な限り遠位側を正確に通す、もしくは短時間
で通すという点にかけてはまだ不充分である。造影画像
は２次元の画像であるので、ステントメッシュの隙間が
どの位置にあるか、どのようになっているかが正確に判
断出来ない為である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、冠動脈等の
血管の中で、血管壁組織、あるいは血管狭窄部の断面を
観察する血管内超音波内視鏡ＩＶＵＳカテーテルにおい
て、上述の不都合点をなくすことである。つまり、側枝
入口部の位置をより正確に把握し、別の第２番目のガイ
ドワイヤを側枝入口部まで、迅速に且つ容易に誘導出来
るようにすることである。さらに、第２番目のガイドワ
イヤを誘導する時に、常に、観察したいところのＩＶＵ
Ｓ画像を見ながら、ガイドワイヤ誘導操作が行えるよう
にすることである。また分岐部へのＹステント手技にお
いて、メイン血管に留置されたステントのワイヤメッシ
ュ隙間を通して、ガイドワイヤを側枝に誘導する際、正
確に、且つ容易に、側枝入り口開口部の近位側ではなく
て遠位側を通って、側枝に誘導出来るようにすること
と、短時間でこれらを行えるようにすることである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】我々は上述の問題点に対
して、２つのガイドワイヤ通過用の内腔を有し、一方の
内腔の方がもう一方の内腔よりさらに遠位側にのびてお
り、その遠位側にのびている方の先端周囲に血管壁形状
観察用の超音波トランスデューサが取り付けられた血管
内超音波エコーカテーテルを考案した。このカテーテル
により、メインの血管に留置された第１番目のガイドワ
イヤ上を、上述の２つの内腔の内、一方の先端側までの
びた内腔を通して、血管遠位部（末梢部）から近位部に
かけて血管壁形状を先端の超音波トランスデューサによ
りスキャニング診断し始め、図３の（ｂ）の画像に見え
た時に、第２番目のガイドワイヤが通過する為の内腔の
先端開口部が自動的に側枝血管入口部慢性的完全閉塞病
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7
変の少し近位側に配置されるようになるのである。これ
により、ＩＶＵＳカテーテルを図３の（ｂ）に位置づけ
すると同時に直ちに、第２番目のガイドワイヤを側枝血
管入口部慢性的完全閉塞病変に対して通過を試みること
が出来るようになる。またこの場合、さらにＩＶＵＳカ
テーテルの超音波トランスデューサ部付近に１つ、第２
番目のガイドワイヤ用内腔の先端開口部付近にさらに１
つ、合計２つの、Ｘ線に対して不透過性を示す材料で出
来た部材（マーカー）を配置することにより、造影画像
上で、側枝入口部狭窄との位置関係において、２つの参
考ポイントを得られるようにし、より正確に側枝血管入
口部が分かるようになるのである。
【００１０】本発明の血管内超音波エコーカテーテル
を、より正確に説明すると、先端部付近の周囲に小型超
音波トランスデューサが配置され且つ第１のガイドワイ
ヤが通過する第１の内腔を内部に含んでいる第１番目の
シャフトと、第２のガイドワイヤが通過する第２の内腔
を有する第２番目のシャフトから少なくとも構成された
カテーテルで、前記第１番目、第２番目のシャフトはカ
テーテル軸方向にそって並行して配置されており、特に
第１番目のシャフトが第２番目のシャフトより、遠位側
に向かってさらにのびていることを特徴とするものであ
る。第１番目のシャフトが第２番目のシャフトより、遠
位側に向かってさらにのびている分の長さについては、
第１番目のシャフトに配置された超音波トランスデュー
サと第２番目のシャフトの最先端部との距離が、好まし
くは０．３ｃｍ～１０ｃｍ、更に好ましくは０．３ｃｍ
乃至７ｃｍ、最も好ましくは０．３ｃｍ乃至５ｃｍとい
う位置関係にあるのことが望ましい。また該第１の内腔
は該第１番目のシャフトの最先端部から、近位側に向か
って、好ましくは１５ｃｍ乃至３５ｃｍ、更に好ましく
は１５ｃｍ乃至３０ｃｍ、最も好ましくは１８ｃｍ乃至
２８ｃｍの長さだけのびており、その両端部で開口して
おり、また前記第２の内腔はカテーテルの大半の長さに
わたってのびており、両端部で開口していることが望ま
しい。
【００１１】さらに、前記第１番目のシャフトの先端部
付近に配置された超音波トランスデューサ付近の近位
側、遠位側の少なくとも一方に、Ｘ線に対して不透過性
を示す材料で構成される部材が配置されていることが望
ましい。さらに、前記第２番目のシャフトの最先端部
に、Ｘ線に対して不透過性を示す材料で構成される部材
が配置されていることが望ましい。これらの２つの部材
は、側枝入口部狭窄の位置を決定する為の参照点とな
る。尚、Ｘ線に対して不透過性質を示す該材料について
は、白金、金、タンタル、バリウム、タングステンもし
くはそれらの如何なる組み合わせからなる合金であるこ
とが望ましい。
【００１２】また、先端部付近の周囲に小型超音波トラ
ンスデューサが配置され、且つ第１のガイドワイヤが通
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過する第１の内腔と、第２のガイドワイヤが通過する第
２の内腔とを少なくとも有するマルチルーメンカテーテ
ルで、第１の内腔が第２の内腔より、遠位側に向かって
さらにのびているような構造を持つものでも、上述の課
題を解決することが可能である。この第１の内腔が第２
の内腔よりさらにのびている分の長さは、第１の内腔の
先端部付近に配置された該超音波トランスデューサと第
２の内腔の最先端部との距離が、好ましくは０．３ｃｍ
～１０ｃｍ、更に好ましくは０．３ｃｍ乃至７ｃｍ、最
も好ましくは０．３ｃｍ乃至５ｃｍという位置関係にあ
るのことが望ましい。また第１の内腔はその最先端部か
ら、近位側に向かって、好ましくは１５ｃｍ～３５ｃ
ｍ、更に好ましくは１５ｃｍ乃至３０ｃｍ、最も好まし
くは１８ｃｍ乃至２８ｃｍの長さだけのびており、その
両端部で開口しており、また前記第２の内腔は該マルチ
ルーメンカテーテルの大半の長さにわたってのびてお
り、両端部で開口させることが望ましい。
【００１３】このマルチルーメンカテーテルの先端部に
配置された超音波トランスデューサ付近の近位側、遠位
側の少なくとも一方に、Ｘ線に対して不透過性を示す材
料で構成される部材を配置させた方が望ましい。さらに
第２の内腔が開口する最先端部付近に、Ｘ線に対して不
透過性を示す材料で構成される部材も配置させた方が望
ましい。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下に、本発明の血管内超音波エ
コーカテーテルに係わる代表的な実施形態を添付図面を
用いてさらに詳細に説明する。
【００１５】（第１実施形態）図９に本発明のＩＶＵＳ
カテーテルの第１実施形態を示す。このカテーテル１０
０は３つの内腔を有する構造をしており、ＩＶＵＳカテ
ーテルの超音波トランスデューサをメイン血管内の観察
部位まで誘導する時にガイド役となる第１番目のガイド
ワイヤが通る第１のガイドワイヤ用内腔１１１、側枝血
管入口部の慢性的完全閉塞病変を通過させる為の第２番
目のガイドワイヤが通る第２のガイドワイヤ用内腔１１
３、それと超音波トランスデューサ１０６の各々の素子
からの配線用電線１０２が通る配線用内腔１１２であ
る。これらの内腔を形成する為に３種類のチューブ１０
１，１０４，１１４を用意した。第１のガイドワイヤ用
内腔１１１を形成する手段として、高密度ポリエチレン
を用いて、外径／内径＝φ０．６０ｍｍ／φ０．４４ｍ
ｍ、長さ＝２８ｃｍのチューブ１０１を押し出し成形で
製作した。第２のガイドワイヤ用内腔１１３を形成する
手段として、同じく高密度ポリエチレンを用いて、外径
／内径＝φ０．６０ｍｍ／φ０．４４ｍｍ、長さ＝１３
０ｃｍのチューブ１１４を押し出し成形で製作した。配
線用内腔１１２としては同じく高密度ポリエチレンを用
いて、外径／内径＝φ１．２０ｍｍ／φ０．８０ｍｍ、
長さ＝１３３ｃｍのチューブ１０４を製作した。



(6) 特開２００１－２４５８８６

10

20

30

40

50

9
【００１６】そして、第１のガイドワイヤ用内腔１１１
を形成するチューブ１０１の先端付近の周囲にＸ線に対
して不透過性を示す白金から構成されるリング状のマー
カー１０７を接着剤１１０により取り付けた。また第２
のガイドワイヤ用内腔１１３を形成するチューブ１１４
の先端付近の周囲にもＸ線に対して不透過性を示す白金
から構成されるリング状のマーカー１０９を接着剤によ
り取り付けた。
【００１７】そして第１のガイドワイヤ用内腔１１１を
形成するチューブ１０１を、配線用内腔１１２を形成す
るチューブ１０４の内側に同心円状になるように、且つ
第１のガイドワイヤ用内腔１１１を形成するチューブ１
０１をカテーテル全長の先端セグメント部にのみに配置
されるようにした。次に１６素子のアレー状の小型超音
波トランスデューサ１０６を、配線用内腔１１２を形成
するチューブ１０４から先端へ突出した第１のガイドワ
イヤ用内腔１１１を形成するチューブ１０１上でリング
状のマーカー１０７を取り付けた位置の近位側隣接部
に、充分脱気を行ったエポキシ接着剤１１５を用いて接
着固定した。この接着剤は小型超音波トランスデューサ
１０６を固定するだけでなく、超音波トランスデューサ
１０６からの配線用電線１０２を固定し、且つ配線用内
腔１１２を形成するチューブ１０４と、第１のガイドワ
イヤ用内腔１１１を形成するチューブ１０１とを共に固
定、封止するように充填されている。配線用電線１０２
は共通グランド線１本、それから活線ライン１６本の合
計１７本から構成されている。
【００１８】第１番目のガイドワイヤ用内腔１１１の近
位側の開口部１０３の形成方法は、例えば、配線用内腔
１１２を形成するチューブ１０４上に約３ｍｍ程度の切
れ込みを入れ、その切れ込み内に、第１番目のガイドワ
イヤ用の内腔１１１を形成するチューブ１０１を通し、
この状態で、第１番目のガイドワイヤ用の内腔１１１内
に内径保持用の芯材を挿入し、高周波誘導加熱もしくは
熱風印加等により、熱を加えて、切り込み部と第１番目
のガイドワイヤ用の内腔１１１を形成するチューブ１０
１とを熱溶着させる。熱溶着後、第１番目のガイドワイ
ヤ用の内腔１１１を形成するチューブ１０１の突き出し
ている分を切り落とすことによって成形可能である。
【００１９】こうして出来たチューブ１０１，１０４，
１１４を熱収縮チューブ１０５を用いて束ねる。尚、こ
の時、第１番目のガイドワイヤ用の内腔１１１を形成す
るチューブ１０１の先端部に取り付けた超音波トランス
デューサ１０６と、第２のガイドワイヤ用内腔１１３を
形成するチューブ１１４の最先端部との距離を０．７ｃ
ｍになるようにした。ここで、第２のガイドワイヤ用内
腔１１３を形成するチューブ１１４の先端開口部を１１
３Ａで示している。カテーテルの近位端はＹ型マニフォ
ールド１０８に接着固定する。つまり配線用内腔１１２
を形成するチューブ１０４と第２のガイドワイヤ用内腔
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１１３を形成するチューブ１１４を、Ｙ型マニフォール
ド１０８のそれぞれのポートに接着固定する。このＹ型
マニフォールド１０８のストレートなポートから第１番
目のガイドワイヤは挿入可能となり、別のポートから配
線用電線が出てきて、エコー画像装置（表示せず）に接
続される。尚、カテーテルの押し込み力を向上させる為
には、遠位部に向かって減径加工されている補強ワイヤ
（図示せず）を配線用電線１０２に沿わせて配置した方
が望ましい。
【００２０】超音波エコーの詳細は公知の技術の為、詳
しい説明と図は記載しないが、１６素子の超音波トラン
スデューサの１つ１つに順番に、電気パルスを加えてい
く。使用した超音波トランスデューサの共振周波数は３
０ＭＨｚのものを使ったので、電気パルスとしては０．
０１６マイクロ秒付近のパルス幅のものを使った。これ
により超音波を血管壁に向けて発信し、その直後に超音
波送信を行った超音波トランスデューサを受信モードに
切り替え、送信パルス開始から反射波信号が帰ってくる
までの時間毎の反射波の振幅を測定する。これを１６素
子すべてについて行う。その結果を濃淡画像としてスク
リーンに表示する。尚、超音波トランスデューサに素子
数は１６個以外でも任意に設定出来る。
【００２１】（第２実施形態）図１０に本発明の第２実
施形態を示す。このカテーテルは３つの内腔を形成する
為に別々にチューブを用いるのではなく、３つの内腔を
既に有するマルチルーメンチューブを用いるものであ
る。それ以外は、第１実施形態と基本的に異なることは
ない。１番目の内腔としては、ＩＶＵＳカテーテルの超
音波トランスデューサをメインの血管内の観察部位まで
誘導する時にガイド役となる第１番目のガイドワイヤが
通過する第１のガイドワイヤ用内腔２１１である。これ
は内径＝φ０．４４ｍｍになっている。次に，側枝血管
入口部の慢性的完全閉塞病変を通過させる為の第２番目
のガイドワイヤが通る第２のガイドワイヤ用内腔２１３
で、これも内径＝φ０．４４ｍｍとなっている。３番目
の内腔として，超音波トランスデューサの各々の素子か
らの配線用電線が通る配線用内腔２１２であり、この断
面形状は、図１０（ａ）に示す三日月形状である。これ
らの３つ内腔を有するマルチルーメンチューブ２１６
を、高密度ポリエチレンを用いて押し出し成形により作
成した。外径はφ１．２０ｍｍ、長さは１３５ｃｍとし
た。
【００２２】この後、遠位部において、第１のガイドワ
イヤ用内腔２１１のみが遠位側に向かって少し突き出す
ように、他の内腔を含む部分の遠位部先端側をカッター
ブレードで取り除いた。次に配線用内腔２１２遠位端部
が、第２のガイドワイヤ用内腔２１３遠位端部より突き
出すように、第２のガイドワイヤ用内腔２１３の遠位部
先端側を同じくカッターブレードで取り除いた。この
後、取り除いた部分の表面に、高周波誘導法等により熱
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11
を加えることで表面を滑らかにした。ここで、第２のガ
イドワイヤ用内腔２１３の先端開口部を２１３Ａで示し
ている。次に、第１のガイドワイヤ用内腔２１１を形成
する筒部の先端付近の周囲にＸ線に対して不透過性を示
す白金から構成されるリング状のマーカー２０７を接着
剤により取り付けた。またマルチルーメンチューブ２１
６の周囲であって前記第２のガイドワイヤ用内腔２１３
の先端開口部２１３Ａの近位側付近の周囲にもＸ線に対
して不透過性を示す白金から構成されるリング状のマー
カー１０９を接着剤２１０により取り付けた。次に１６
素子のアレー状の小型超音波トランスデューサ２０６
を、リング状のマーカー２０７を取り付けた第１のガイ
ドワイヤ用内腔２１１を形成する筒部の先端部周囲位置
の近位側隣接部に、充分脱気を行ったエポキシ接着剤２
１５を用いて接着固定した。この接着剤は小型超音波ト
ランスデューサ２０６を固定するだけでなく、超音波ト
ランスデューサからの配線用電線２０２を固定し、且つ
配線用内腔２１２と第１のガイドワイヤ用内腔２１１の
外側とのクリアランスを封止するように充填されてい
る。尚、この小型超音波トランスデューサ２０６と第２
のガイドワイヤ用内腔２１３の最先端部との距離は０．
７ｃｍになるようにした。配線用電線は共通グランド線
１本、それから活線ライン１６本の合計１７本から構成
されている。
【００２３】第１番目のガイドワイヤ用内腔２１１の近
位側の開口部２０３の形成方法は、第１番目のガイドワ
イヤ用の内腔２１１を形成する部分をカッターブレード
で一部取り除いた。この後、第１番目のガイドワイヤ用
の内腔２１１に芯材を挿入し、高周波誘導加熱などで表
面をなめらかに成形する。尚、カテーテルの近位端はＹ
型マニフォールド２０８に接着固定する。つまり配線用
内腔２１２と第２のガイドワイヤ用内腔２１４を、Ｙ型
マニフォールド２０８のそれぞれのポートに接着固定す
る。このＹ型マニフォールドのストレートなポートから
第１番目のガイドワイヤは挿入可能となり、別のポート
から配線用電線が出てきて、エコー画像装置（表示せ
ず）に接続される。尚、カテーテルの押し込み力を向上
させる為には、遠位部に向かって減径加工されている補
強ワイヤ（図示せず）を配線用電線に沿わして配置した
方が望ましい。
【００２４】この第２実施形態に応用する超音波エコー
のメカニズムは第１実施形態に示すものと同じなので、
説明は省略する。
【００２５】以上のように本発明の血管内超音波エコー
カテーテルを使用し、図１１に示すように、このＩＶＵ
Ｓカテーテル１００，２００をメインの血管１内で第１
番目のガイドワイヤ５に沿ってスキャニングし、図５に
示すＬ

t
の距離が判ったとする。心臓医は、Ｌ

t
の距離を

測定する際、本発明のＩＶＵＳカテーテル１００（２０
０）の遠位部に取り付けられている２つのＸ線不透過マ
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ーカー１０７（２０７），１０９（２０９）、つまり２
点を参照ポイントに出来る。そしてこの２点を参照にし
て造影画像上でこのＬとＬ

t
の距離の位置を覚えると同

時に、ＩＶＵＳカテーテルを図１１の線Ｂ－Ｂ’の位置
に固定する。この時、側枝血管入口狭窄部３は２つのＸ
線不透過マーカーの間に位置することになり、より正確
に側枝血管入口狭窄部位置を見つけだすことが可能とな
る。そのように２つのＸ線不透過マーカー間の長さは設
定されているのである。そして、この状態で、第２番目
のガイドワイヤ８が、すでに、ＩＶＵＳカテーテルの第
２番目のガイドワイヤ内腔１１３（２１３）の遠位端付
近まで来ており、側枝血管入口部の狭窄部まで、この第
２番目のガイドワイヤ８を、ＩＶＵＳ診断画像を見なが
ら、直ちに誘導でき、通過を試みることが可能となる。
これはＩＶＵＳカテーテルに第２番目のガイドワイヤ用
内腔１１３（２１３）が一体化している為であり、これ
が、本発明の大きな特徴である。
【００２６】さらに分岐部Ｙステント手技では、図１２
に示すように、本発明の血管内超音波エコーカテーテル
の超音波トランスデューサ１０６（２０６）部分を、メ
イン血管１に配置されたステントメッシュ３０１の内、
第２番目のガイドワイヤ８を通過させたい側枝入り口開
口部遠位側付近に配置した状態で、従って側枝入り口開
口部遠位部３０３でのステントメッシュ隙間がどのよう
になっているかをＩＶＵＳ診断画像で確認しながら、且
つ直ちに、この第２番目のガイドワイヤ８を側枝２に向
かって通過させることが出来るという大きなメリットが
ある。
【００２７】以上、本発明とその実施例について説明し
たが、上述の説明以外にも多くのバリエーション、又は
他の用途に本発明の技術は応用出来る。
【００２８】上記実施形態において、超音波トランスデ
ューサが配置された第１番目のシャフトもしくは第１の
内腔の外側には、超音波トランスデューサ付近、近位
側、もしくは遠位側に血管を広げる為のバルーンが付加
されていてよい。またバルーンは、さらに近位側に配置
された第１番目、第２番目のシャフトが隣接している部
分の周囲、もしくは第１の内腔、第２の内腔が隣接して
いる部分の周囲に設けられても全く問題無い。しかし、
この場合、バルーンより近位側に、バルーンを拡張する
内腔が、必要なのは当業者にとって明らかである。
【００２９】
【発明の効果】血管分岐部の側枝血管入口部に完全閉塞
があっても、造影画像上で、その完全閉塞の両外側に見
える２つのＸ線不透過マーカーを参照に出来ることから
前述のＬの距離の位置を、より正確に把握することが可
能となる。さらに図１１に示すように、線Ｂ－Ｂ’の位
置で超音波トランスデューサを位置づけした状態で、Ｉ
ＶＵＳ診断画像を見ながら、直ちに、側枝通過用の第２
番目のガイドワイヤを誘導、そして完全閉塞部通過を試
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みることが可能となる。この時、第２番目のガイドワイ
ヤと本発明ＩＶＵＳカテーテル同士の干渉は起こり得な
い。従って第２番目のガイドワイヤ誘導中にＩＶＵＳカ
テーテルが不用意に動くことも防止出来る。本発明によ
り、現在、非常にリスキーと考えられているこの治療に
対しても、安全な治療が行えることになる。またＹステ
ントの際に２番目のガイドワイヤをメイン血管に配置さ
れたステントメッシュの隙間を通して、側枝血管に誘導
する際、この２番目のガイドワイヤを、正確に、また容
易に、側枝入り口開口部の遠位側を通過させることが出
来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】冠動脈における分岐部で、メインの血管と、側
枝血管を示しているが、特に側枝血管の入口部において
完全閉塞を生じていることを示す模式図である。
【図２】側枝血管を見つける為にＩＶＵＳカテーテル
を、メインの血管に留置した第１のガイドワイヤに沿っ
て、スキャニングするところを示す模式図である。
【図３】図２の線Ａ－Ａ’、線Ｂ－Ｂ’、線Ｃ－Ｃ’で
の、ＩＶＵＳカテーテルで観察した断面を示し、（ａ）
は線Ｃ－Ｃ’での断面画像、（ｂ）は線Ｂ－Ｂ’での断
面画像、（ｃ）は線Ａ－Ａ’での断面画像である。
【図４】ＩＶＵＳを固定して、第２番目のガイドワイヤ
８を近位側から誘導していき、側枝血管の入口部に到達
し、通過を試みるところを示す模式図である。
【図５】（ａ）は図３の（ａ）のように見える位置にＩ
ＶＵＳカテーテルを位置づけした場合の模式図、（ｂ）
は図３の（ｂ）のように見える位置にＩＶＵＳカテーテ
ルを位置づけした場合の模式図を示す。
【図６】分岐部でのＹステントを示す模式図である。
【図７】分岐部で側枝血管へステントを誘導する為に、
ガイドワイヤ８を側枝入り口部最遠位部を通過させてい
るところを示す模式図である。
【図８】Ｙステントの手技の際、第２番目のガイドワイ
ヤが、側枝血管入口部近位側、遠位側を通った状態で、
ステント拡張を試みた時の、メイン血管に留置されたス
テントの拡張状態を示す模式図であり、（ａ）は第２番
目のガイドワイヤが側枝血管入口部遠位側を通った状態
でステント拡張を試みた時のメイン血管に留置されたス
テントの拡張状態を示す模式図、（ｂ）は第２番目のガ
イドワイヤを、側枝血管入口部近位側を通った状態でス
テント拡張を試みた時のメイン血管に留置されたステン
トの拡張状態を示す模式図である。
【図９】本発明の第１実施形態で、カテーテルの断面を
示し、（ａ）は軸方向断面、（ｂ）は（ａ）の線Ｄ－
Ｄ’での径方向断面を示す。
【図１０】本発明の第２実施形態で、カテーテルの断面
を示し、（ａ）は線Ｇ－Ｇ’での径方向断面、（ｂ）は
（ａ）の線Ｅ－Ｅ’での軸方向断面、（ｃ）は（ａ）の
線Ｆ－Ｆ’での軸方向断面を示す。
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【図１１】本発明のカテーテルを血管内で用いた時、第
２番目のガイドワイヤがすばやく且つ正確に側枝血管入
口部まで誘導出来ることを示す模式図である。
【図１２】本発明のカテーテルを、Ｙステントの手技に
用いた時に、第２番目のガイドワイヤを、側枝血管入口
部遠位側経由で、メイン血管に留置されたステントメッ
シュ隙間を通って、側枝血管に誘導出来たことを示す模
式図である。
【符号の説明】
１    メインの血管
２    側枝血管
３    側枝血管入口部での慢性完全閉塞
４    ＩＶＵＳカテーテル
５    第１番目のガイドワイヤ
６    超音波トランスデューサ
７    Ｘ線に対して不透過性を示す材料で構成される部
材
８    第２番目のガイドワイヤ
１００  本発明の第１実施例のＩＶＵＳカテーテル
１０１  第１のガイドワイヤの内腔を形成するチューブ
１０２  配線用電線
１０３  第１のガイドワイヤ内腔の近位側の開口部
１０４  配線用内腔を形成するチューブ
１０５  熱収縮チューブ
１０６  超音波トランスデューサ
１０７  Ｘ線に対して不透過性を示すリング状のマーカ
ー
１０８  Ｙ型マニフォールド
１０９  Ｘ線に対して不透過性を示すリング状のマーカ
ー
１１０  シアノアクリレート接着剤
１１１  第１のガイドワイヤ用内腔
１１２  配線用内腔
１１３  第２のガイドワイヤ用内腔
１１４  第２のガイドワイヤ用内腔を形成するチューブ
１１５  エポキシ接着剤
２００  本発明の第２実施例のＩＶＵＳカテーテル
２０２  配線用電線
２０３  第１のガイドワイヤ内腔の近位側の開口部
２０６  超音波トランスデューサ
２０７  Ｘ線に対して不透過性を示すリング状のマーカ
ー
２０８  Ｙ型マニフォールド
２０９  Ｘ線に対して不透過性を示すリング状のマーカ
ー
２１０  シアノアクリレート接着剤
２１１  第１のガイドワイヤ用内腔
２１２  配線用内腔
２１３  第２のガイドワイヤ用内腔
２１５  エポキシ接着剤
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２１６  マルチルーメンチューブ
３０１  メインの血管に留置したステント
３０２  側枝血管に留置したステント
３０３  ガイドワイヤを通過させるべき分岐部側枝入り*

16
*口部最遠位部
３０４  メインの血管近位部
３０５  メインの血管遠位部

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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